
 

 令 和 ４ 年 度 事 業 計 画 
                                                              

Ⅰ 公益目的事業 

１ 消防職・団員の消防防災技術の向上 

 (1) 第４５回滋賀県消防救助技術指導会の共催  ６月頃 

(2) 第５７回滋賀県消防操法訓練大会の開催   ７月３１日 

(3) 第２９回全国消防操法大会への参加    １０月２９日 

(4) 操法指導員研修、審査員研修の実施     ４月、７月 

(5) 各支部夏期防火防災訓練の主唱       ６月～９月 

 

２ 消防団員活性化 

(1) 活性化対策事業への助成  初任団員研修等（各支部） 年間 

(2) 初任団員研修冊子 (守れわがまち) の配布 

(3) 基礎教育テキスト作成 

(4) 消防技術強化対策（若手消防団員精励表彰（金、銀、銅）） １月 

(5) 淡海ファイヤーレディース交流会等の開催    ２月 

(6) 全国女性消防団員活性化徳島大会への参加  １１月２２日   

 

３ 消防功労者表彰等 

(1) 第６７回滋賀県消防大会の開催       １０月 １日  

(2) 協会長定例表彰（勤功章、勤続章等）  

定例表彰 規程による団体および個人表彰 １０月、１月、３月 

    特別表彰 消防上特に功績のあった団体、個人  随時 

(3) 日本消防協会長表彰等の被表彰者の選考・上申等 

(4) 京都新聞社表彰の被表彰者の選考・上申等 

 

 ４ 消防関係殉職者慰霊式典等 

(1) 滋賀県消防関係殉職者慰霊式典の挙行     ５月１８日 

(2) 全国消防殉職者等慰霊祭への参加        ９月１５日 

 

５ 防火防災意識、思想普及啓発等事業 

(1) 機関誌「日本消防」等の購入と配布      毎月 

(2) 防火・防災や団員確保等の啓発普及活動    随時  

(3) 関係機関への要望・陳情                随時 

(4) 啓発用グッズ等の作成、配布            随時 

(5) 消防防災講演会の開催等                １１月 

 (6) ポスター等配布               随時 

(7) 普及啓発活動等支援             随時 

 

 

６ 災害支援事業 

大規模災害発生時等消防団活動支援事業(災害支援金の支給)   随時 

 

 



 

７ 消防研修事業 

(1) 消防団員指導員研修 (Ｓ－ＫＹＴ研修 )の実施   １２月１０日  

(2) 消防団長等幹部現地研修の実施            ７月７日～８日 

(3) 県消防学校最高幹部研修への参加           ２月上旬 

(4) 滋賀県消防研究会の後援               未定（７月） 

(5) 滋賀県消防職員意見発表会の後援                未定（２月） 

(6) 日本消防協会主催研修への派遣 

・日本消防協会消防団幹部特別研修への参加       １月 

・     〃     消防団幹部候補中央特別研修参加     １月、２月 

(7) 日本消防協会消防団長等海外研修会参加助成      １０月、１１月 

  

８ 消防関係団体との連携等 

(1) 日本消防協会の会議等への参加及び事業連携  

  ① 日本消防協会役員会議               ６月、３月 

 ② 都道府県消防協会事務局長会議          ２月 

(2) 日本消防協会消防車両の交付申請          ７月 

(3) 女性制服交付申請                 随時 

(4) 近畿地区消防協議会の会議等の開催・参加及び事業連携 

    ① 近畿地区消防協議会の開催            ４月、１１月 

②   同 事務局長会議の開催           ２月 

(5) 消防長会・消防学校等との連携 

(6) 消防協会支部との連携 

    支部事務局長会議                 随時 

(7) 滋賀県総合防災訓練への参加            １０月 

 

Ⅱ その他事業 

１ 消防互助事業 

(1) 消防団員・職員に対する慶弔、見舞金の贈呈(弔慰金､見舞金､香儀・供花) 随時 

(2) 退職消防職・団員の表彰等(永年勤続者に感謝状と記念品贈呈)     １、３月 

 

２ 日本消防協会が実施する消防団員福祉共済事業等 

健康増進事業 

消防団員等福祉共済事業 

消防個人年金事業 

婦人消防隊員等福祉共済事業 

   

Ⅲ 法人会計事業 

協会事業を適正かつ円滑に推進するため、各種会を開催する 

(１) 理事会          ４月、５月、３月、その他必要時 

(２) 評議員会         ５月、その他必要時 

(３) 総会・支部長会議     ５月 

(４) 正副会長・監事会議    随時 


